
号

外

六�
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

目

次

告

示

○
指
定
試
験
機
関
の
名
称
の
変
更

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
ペ
ー
ジ

○
地
域
を
限
定
し
て
使
用
す
る
知
事
印
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

同

)

一

○
地
域
を
限
定
し
て
使
用
す
る
知
事
職
務
代
理
者
印
に
関
す
る
告
示
の

一
部
改
正

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

二

○
岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
号

行
政
書
士
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号)

第
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関

か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
試
験
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
一
番
町
二
五
番
地

三

届
出
の
あ
っ
た
事
項

１

変
更
後
の
名
称

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

２

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
号

地
域
を
限
定
し
て
使
用
す
る
知
事
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日



原
子
力
防
災
室

防
災
課

原

防

防

防
災
課

原
子
力
防
災
室

防 原

防

林 課 人

権

課 ぎ
ふ
づ
く

岐
阜
地
域
産
業
労
働

室 情
報
産
業
課

統
計
課

に
、 検

監

農

政

環

管

清

流岐
阜
地
域
環
境
室

県
民
生
活
相
談
セ
ン

タ
ー

人
権
施
策
推
進
課

運
営
調
整
課

施
設
調
整
課

報
道
課

総
務
企
画
課

水
道
企
業
課

岐

産

情

産

統

自
然
環
境
保
全
課

環
境
管
理
課

林
政
課

岐

環

県

相

人

権
国

運

国

施

国

報

国

総

水

企

清
流
の
国
づ
く
り
推

進
課

統
計
課

農
政
課

自

然

環

管
を 林

水
道
企
業
課

情
報
産
業
課

清

推

統
農

政恵
み
の
森
づ
く
り
推

進
課

林
政
課

人
権
施
策
推
進
課

水

企

情

産
検
査
監
督

農
政
課

環
境
管
理

清
流
の
国

り
推
進
課に

、

一
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
か
ら
10
ま
で
を
２
か
ら
９
ま
で
と
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
号

地
域
を
限
定
し
て
使
用
す
る
知
事
職
務
代
理
者
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
告
示
第
二

百
七
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
か
ら
10
ま
で
を
２
か
ら
９
ま
で
と
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中｢

第
十
三
条
の
二｣

を｢

第
十
三
条｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
中｢

発
送
す
る
文
書｣

の
下
に

｢

及
び
個
人
情
報
を
含
む
文
書｣

を
加
え
る
。

｢
｢

別
表
第
一
中

を

に
、

｣
｣

｢
｢

｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢

｢

を

に
、

を

｣
｣

｣

｢
｢

に
、 ｢

を

｣
｣

｢

に
、 ｢

を

｣
｣

｢

｢

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成25年４月１日 ( )２



濃
建
築
事

木

工

国

た

情

大

所
下
呂
セ

恵

森
中
央
家
畜
保
健
衛
生

所 県
民
生
活
相
談
セ
ン

タ
ー

東
京
事
務
所岐

西
建
築

飛
保
下情

報
科
学
芸
術
大
学

院
大
学

木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル

国
際
た
く
み
ア
カ
デ

ミ
ー 岐

阜
振
興
局

出
納
管
理
課

ぎ
ふ
清
流
大
会
推
進

課 競
技
力
向
上
対
策
課

競
技
式
典
課

中
央
家
保

県

相

東

岐
阜
地
域
福
祉
事
務

所 飛
騨
保
健
所
下
呂
セ

ン
タ
ー

情

大

木

工

国

た
岐

振

出 国

大

国
競
対

国

競

東
京
事
務
所

西
濃
建
築
事
務
所

岐
阜
建
築
事
務
所

岐

福

飛
保
下

出
納
管
理
課

西
濃
家
畜
保
健
衛
生

所 岐
阜
家
畜
保
健
衛
生

所

東
西
建
築

岐
建
築 木

工
芸
術
ス
ク
ー
ル

国
際
た
く
み
ア
カ
デ

ミ
ー

情
報
科
学
芸
術
大
学

院
大
学

出西
家
保

岐
家
保

岐
阜
・
西

務
所

飛
騨
保
健

ン
タ
ー

｣
｣

｣

｢
｢

｢
を

に
、

｣
｣

｢
｢を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
、

を

｣
｣

｣

｢
｢

に
、

を ｢

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

総
務
部
法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

を｢

総
合
企
画
部
情
報
企
画
課
長｣

に
、｢

｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

を｢｢

情
報
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

を｢

情
報
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

電
子
文
書
に
電
子
署
名
を
実
施
す
る
と
き
は
、
原
議
そ
の
他
証
拠
書
類
を
添
え
て
鍵
情
報
等
管
理

者
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

鍵
情
報
等
行
使
者
は
、
電
子
署
名
の
実
施
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
文
書
の
発
信
者
名
の
職
責

に
該
当
す
る
電
子
署
名
を
実
施
し
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
原
議
に
岐
阜
県
公
印
規
程(

昭
和
三
十

九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号)

第
七
条
第
三
項
に
定
め
る
公
印
押
印
済
み
の
表
示
印
を
押
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
中

｢

更
新
若
し
く
は｣

を

｢

更
新
し
、
若
し
く
は｣

に
、｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

を

｢

情
報
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条
中｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

を｢

情
報
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


